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１ 改正の概要 

  中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルの改正に伴い、本市建設工事及び建設工

事に係る調査、設計並びに測量の業務の入札における調査基準価格及び最低制限価格の

設定基準を改正します。 

  また、解体工事に係る設定基準を新たに設けます。 

 

２ 改正内容 

 (1) 調査基準価格及び最低制限価格の設定基準について、次のように改正します。 

【改正前】 

Ａ（調査基準価格及び最低制限価格） 

＝ 直接工事費×０.９７＋共通仮設費×０.９＋現場管理費×０.９＋一般管理費×０．６８ 

（ただし、Ａ ≧ 予定価格×７．５／１０） 
 

 

【改正後】 

Ａ（調査基準価格及び最低制限価格） 

＝ 直接工事費×０.９７（解体工事にあっては０.７５）＋共通仮設費×０.９＋現場管理費×

０.９＋一般管理費×０.６８ 

（ただし、Ａ ≧ 予定価格×７.５／１０） 

 

 

 (2) 数値的判断基準の設定基準について、次のように改正します。 

【改正前】 

Ａ（数値的判断基準） 

＝ 直接工事費×０.９＋共通仮設費×０.８＋現場管理費×０.８＋一般管理費×０．３ 

 

 

【改正後】 

Ａ（調査基準価格及び最低制限価格） 

＝ 直接工事費×０.９（解体工事にあっては０.７）＋共通仮設費×０.８＋現場管理費× 

０.８＋一般管理費×０.３ 
 

 

 

石巻市建設工事及び建設工事に係る調査、設計 
並びに測量の業務の入札における 

 

低入札価格調査制度及び最低制限価格制度 
の改正について 



 (3)  建設工事に係る調査、設計並びに測量の業務の最低制限価格設定基準について、次

のように改正します。 

 ア 建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務の最低制限価格の設定範

囲の改正 

【改正前】 

①測量業務 

 Ａ（最低制限価格）＝ １＋ ２ ＋ ３ ＋ ４  

（ただし、予定価格×８．２/１０ ≧ Ａ 予定価格×６/１０） 

②建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務 

 Ａ（最低制限価格）＝ １＋ ２ ＋ ３ ＋ ４  

（ただし、予定価格×８/１０ ≧ Ａ 予定価格×６/１０） 

③地質調査業務 

 Ａ（最低制限価格）＝ １＋ ２ ＋ ３ ＋ ４  

（ただし、予定価格×８．５/１０ ≧ Ａ 予定価格×６/１０） 

 

【改正後】 

①測量業務 

 Ａ（最低制限価格）＝ １＋ ２ ＋ ３ ＋ ４  

（ただし、予定価格×８．２/１０ ≧ Ａ 予定価格×６/１０） 

②建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務 

 Ａ（最低制限価格）＝ １＋ ２ ＋ ３ ＋ ４  

（ただし、予定価格×８．１/１０ ≧ Ａ 予定価格×６/１０） 

③地質調査業務 

 Ａ（最低制限価格）＝ １＋ ２ ＋ ３ ＋ ４  

（ただし、予定価格×８．５/１０ ≧ Ａ 予定価格×６/１０） 
 

 

 イ 最低制限価格設定基準の改正 

【改正前】 

業種区分 １ ２ ３ ４ 

測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に10

分の4.8を乗じ

て得た額 

－ 

建築関係の建設

コンサルタント

業務 

直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の

額に10分の６を

乗じて得た額 

諸経費の額に10

分の６を乗じて

得た額 

土木関係の建設

コンサルタント

業務 

直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額

に10分の９を乗

じて得た額 

一般管理費等の

額に10分の4.8

を乗じて得た額 

地質調査業務 直接調査費の額 間接調査費の額

に10分の９を乗

じて得た額 

解析等調査業務

費の額に10分の

８を乗じて得た

額 

諸経費の額に10

分の4.8を乗じ

て得た額 

補償関係コンサ

ルタント業務 

直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額

に10分の９を乗

じて得た額 

一般管理費等の

額に10分の4.5

を乗じて得た額 



【改正後】 

業種区分 １ ２ ３ ４ 

測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に10

分の5を乗じて

得た額 

－ 

建築関係の建設

コンサルタント

業務 

直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の

額に10分の６を

乗じて得た額 

諸経費の額に10

分の６を乗じて

得た額 

土木関係の建設

コンサルタント

業務 

直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額

に10分の９を乗

じて得た額 

一般管理費等の

額に10分の5を

乗じて得た額 

地質調査業務 直接調査費の額 間接調査費の額

に10分の９を乗

じて得た額 

解析等調査業務

費の額に10分の

８を乗じて得た

額 

諸経費の額に10

分の5を乗じて

得た額 

補償関係コンサ

ルタント業務 

直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額

に10分の９を乗

じて得た額 

一般管理費等の

額に 10分の5を

乗じて得た額 

 

３ 適用日 

  令和８年４月１日以降に公告又は指名の通知を行う建設工事及び建設工事に係る調査、

設計並びに測量の業務について、適用します。 

 

【お問い合わせ先】 

石巻市契約検査課契約係 

電話０２２５－２３－６６１１、６６１２ 


